
特集 経済安全保障の確保に向けて

　

岸
田
文
雄
首
相
は
、
２
０
２
１
年
９
月
の
自
民
党

総
裁
選
挙
に
立
候
補
し
た
時
か
ら
、
経
済
安
全
保
障

を
推
進
す
る
こ
と
を
看
板
政
策
に
掲
げ
て
き
た
。
首

相
に
就
任
し
て
か
ら
は
、
専
任
閣
僚
を
置
き
、
自
民

党
で
経
済
安
全
保
障
政
策
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
小

林
鷹
之
衆
議
院
議
員
を
初
代
に
任
命
し
た
。
現
在
は

高
市
早
苗
前
政
調
会
長
が
就
任
し
て
い
る
。

　

同
年
10
月
の
初
め
て
の
所
信
表
明
演
説
で
は
、「
新

た
に
設
け
た
担
当
大
臣
の
も
と
、
戦
略
物
資
の
確
保

や
技
術
流
出
の
防
止
に
向
け
た
取
組
を
進
め
、
自
律

的
な
経
済
構
造
を
実
現
し
ま
す
。
強
靭
な
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン（
供
給
網
）を
構
築
し
、
我
が
国
の
経
済
安

全
保
障
を
推
進
す
る
た
め
の
法
案
を
策
定
し
ま
す
」

と
述
べ
、
経
済
安
全
保
障
推
進
会
議
を
設
置
し
、
省

庁
横
断
で
経
済
安
全
保
障
を
推
進
で
き
る
体
制
を
作

っ
た
。
さ
ら
に
、
同
会
議
の
初
会
合
で
、「
関
係
大
臣

と
協
力
し
て
、
法
案
策
定
の
準
備
を
進
め
る
よ
う
に
。

有
識
者
会
議
を
設
置
し
、
法
案
作
成
に
関
す
る
意
見

を
聞
く
よ
う
に
」と
指
示
し
、そ
れ
を
受
け
て
、「
経

済
安
全
保
障
法
制
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」が
設
置

さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
国
家
安
全
保
障
局
長
当
時
に

経
済
安
全
保
障
を
推
進
し
て
き
た
私
も
加
わ
っ
た
。

　

こ
の
有
識
者
会
議
は
、
経
済
３
団
体
の
代
表
の
参

加
も
得
て
、

　

・�

他
国
に
依
存
し
過
ぎ
な
い
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

作
り

　

・�

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
情
報
通
信
な
ど
の
基
幹
イ
ン
フ

ラ
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
妨
害
行
為
を
未
然
に

防
止
す
る
こ
と

　

・�

人
工
知
能（
Ａ
Ｉ
）、
量
子
技
術
な
ど
の
重
要
技

術
を
官
民
で
育
て
る
こ
と

　

・�

重
要
技
術
を
守
る
特
許
出
願
の
非
公
開
制
度

　

の
４
分
野
に
つ
い
て
議
論
し
、
２
０
２
２
年
２
月
、

北
村
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
代
表

前
国
家
安
全
保
障
局
長

北きたむ
ら村 

滋しげる

経
済
安
全
保
障
政
策
の
現
段
階
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「
経
済
安
全
保
障
法
制
に
関
す
る
提
言
」
を
政
府
に

提
出
し
た
。

　

こ
の
提
言
を
受
け
て
、
政
府
は
、「
経
済
施
策
を

一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の

推
進
に
関
す
る
法
律
案
」
を
国
会
に
提
出
し
、
５
月

11
日
に
可
決
、
成
立
さ
せ
た
。
同
法
は
、
経
済
安
全

保
障
推
進
法
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

経
済
安
全
保
障
推
進
法
が 

定
め
る
４
つ
の
分
野

　

経
済
安
全
保
障
推
進
法
は
、
以
上
の
４
分
野
、
す

な
わ
ち
、
①
特
定
重
要
物
資
の
安
定
的
な
供
給
の
確

保（
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
）、
②
特
定
社
会
基
盤
役
務

の
安
定
的
な
提
供
の
確
保（
基
幹
イ
ン
フ
ラ
）、
③
特

定
重
要
技
術
の
開
発
支
援（
官
民
技
術
協
力
）お
よ
び

④
特
許
出
願
の
非
公
開（
特
許
非
公
開
）で
取
り
組
む

べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
関
し
て
は
、
国
民
の
生
存

に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
部
に
過

度
に
依
存
し
て
い
る
物
資
を
政
府
が
指
定
し
、
生
産

基
盤
の
整
備
や
供
給
源
の
多
様
化
、
備
蓄
、
代
替
物

資
の
開
発
等
を
進
め
る
と
し
た
。
か
か
る
物
資
の
生

産
、
供
給
を
担
う
事
業
者
は
、
所
管
大
臣
の
認
定
を

受
け
る
と
、
助
成
金
や
金
融
支
援
を
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
所
管
大
臣
は
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
実
態

を
調
べ
る
た
め
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
事
業
者
を

調
査
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　

基
幹
イ
ン
フ
ラ
と
は
、
社
会
経
済
活
動
の
基
盤
と

な
る
も
の
で
、
電
気
、
ガ
ス
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

水
道
、
電
気
通
信
、
金
融
、
運
輸
、
郵
便
を
想
定
し

て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
事
業
を
支
え
る
設
備
が
外
部

か
ら
の
攻
撃
で
機
能
停
止
し
た
場
合
に
、
国
民
の
命

に
関
わ
っ
た
り
、
社
会
経
済
の
基
盤
が
混
乱
し
た
り

す
る
恐
れ
が
大
き
い
事
業
者
を
指
定
し
、
規
制
す
る

こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
が

設
備
、
機
器
、
装
置
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ

ム
な
ど
を
導
入
す
る
前
や
、
そ
れ
ら
の
維
持
管
理
を

別
の
業
者
に
委
託
す
る
前
に
政
府
に
計
画
を
提
出
し
、

政
府
は
、
事
前
審
査
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
政
府
は
、

問
題
が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
計
画
を
変
更
、
中
止

す
る
よ
う
事
業
者
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実

際
、
基
幹
イ
ン
フ
ラ
を
狙
っ
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
は
世

界
中
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

事
前
審
査
が
必
要
だ
。

　

官
民
技
術
協
力
の
分
野
で
は
、
国
と
し
て
重
点
的

に
開
発
す
べ
き
重
要
技
術
は
何
か
を
「
知
る
」
こ
と

が
大
切
だ
。
既
に
他
国
に
大
き
く
後
れ
を
取
っ
て
い

る
分
野
で
勝
負
す
る
よ
り
、
日
本
が
ま
だ
優
位
を
保

っ
て
い
る
分
野
を
伸
ば
し
た
方
が
い
い
。
具
体
的
に

は
、
①
開
発
す
べ
き
重
要
技
術
は
何
か
を
「
知
る
」、

②
そ
れ
を
「
育
て
る
」、
③
実
用
化
し
て
「
生
か
す
」

た
め
の
場
と
し
て
、
官
民
が
参
加
す
る
「
協
議
会
」

を
作
る
と
定
め
た
。
政
府
の
担
当
閣
僚
や
調
査
研
究

機
関
、
研
究
開
発
に
関
わ
る
人
が
加
わ
る
。
こ
の
場

で
、
政
府
が
必
要
と
し
て
い
る
技
術
は
何
か
を
研
究

者
に
明
確
に
伝
え
、
開
発
を
進
め
て
も
ら
う
。
政
府

は
必
要
な
資
金
を
支
援
す
る
。

　

我
が
国
の
特
許
制
度
は
、
一
定
期
間
が
た
っ
た
後

に
発
明
に
関
す
る
内
容
を
公
開
す
る
こ
と
が
原
則
だ
。

し
か
し
、
海
外
で
の
懸
念
用
途
に
転
用
可
能
な
重
要

技
術
を
公
開
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
外
国
や
テ
ロ
リ

ス
ト
が
そ
の
情
報
を
日
本
へ
の
攻
撃
に
生
か
す
だ
ろ

う
。
Ｇ
20
諸
国
で
、
特
許
非
公
開
と
同
様
の
制
度
が

な
い
の
は
日
本
と
メ
キ
シ
コ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
み

だ
。
米
英
仏
な
ど
で
は
、
特
許
を
付
与
せ
ず
に
、
手

続
き
を
止
め
る
「
審
査
凍
結
型
」
を
採
用
し
て
い
る
。

有
識
者
会
議
は
、
日
本
も
こ
の
制
度
を
導
入
す
べ
き

だ
と
提
言
し
た
。

　

経
済
安
全
保
障
推
進
法
は
、
提
言
を
受
け
、
公
開

262022・12

p25-27_月刊経団連12月号_特集_北村エコノミック 北村滋様.indd   26 2022/11/14   11:13



特集 経済安全保障の確保に向けて

す
る
こ
と
で
安
全
保
障
に
悪
影
響
を
与
え
る
発
明
に

つ
い
て
は
、
特
許
出
願
の
公
開
・
査
定
の
手
続
き
を

止
め
る
制
度
を
設
け
る
と
規
定
し
た
。

　

安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
技
術

を
育
て
、
守
る
。
そ
し
て
、
社
会

経
済
の
基
盤
で
あ
る
基
幹
イ
ン
フ

ラ
を
守
る
、
と
い
っ
た
仕
組
み
が
、

戦
後
日
本
に
は
足
り
な
か
っ
た
。

私
は
、
国
家
安
全
保
障
局
長
と
し

て
、
国
家
安
全
保
障
局
に
経
済
班

と
い
う
「
器
」
を
作
り
、
外
国
か

ら
の
投
資
規
制
な
ど
の
「
中
身
」

を
強
化
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
一

定
の
民
間
事
業
者
を
規
制
す
る
事

業
法
体
系
に
安
全
保
障
の
視
点
が

な
い
と
い
う
課
題
を
解
決
す
る
こ

と
を
１
つ
の
目
的
に
、
今
回
の
経

済
安
全
保
障
推
進
法
が
制
定
さ
れ

た
。

　

一
方
、
我
が
国
が
有
す
る
先
端

技
術
情
報
で
安
全
保
障
に
関
す
る

も
の
は
、
そ
れ
が
政
府
機
関
の
保

有
す
る
も
の
で
あ
れ
、
民
間
企
業

事
業
法
体
系
に
安
全
保
障
の

視
点
が
な
い
と
い
う
課
題
を
解
決
す
る

等
の
保
有
す
る
も
の
で
あ
れ
、
同
様
に
保
護
さ
れ
る

こ
と
が
経
済
安
全
保
障
上
の
課
題
で
あ
る
。

　

ま
た
、
国
際
共
同
開
発
等
の
進
展
に
伴
い
、
民
間

企
業
同
士
の
機
微
情
報
の
や
り
と
り
の
場
面
で
、
我

が
国
企
業
の
担
当
者
が
当
該
国
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

ー
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
に
見
合
う
適
性
評
価
を
受
け
て

い
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
、

情
報
の
交
換
や
協
力
に
支
障
が
生
ず
る
局
面
も
予
想

さ
れ
る
。
今
後
、
同
盟
国
や
同
志
国
が
経
済
安
全
保

障
上
の
観
点
か
ら
、
我
が
国
と
の
先
端
技
術
に
関
す

る
共
同
開
発
・
研
究
を
進
展
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
ま
た
、
当
該
技
術
に
関
す
る
保
全
措
置
を

強
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
問
題
は
顕
在
化
す
る

こ
と
と
な
る
。
我
が
国
は
、
現
在
、
民
間
企
業
が
保

有
す
る
機
微
技
術
情
報
に
関
す
る
適
性
評
価
制
度
を

有
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
今
後
、
既
存
の
制

度
の
延
長
線
上
に
如
何
な
る
仕
組
み
を
構
築
し
て
い

く
の
か
、
政
府
と
民
間
が
協
力
し
一
体
と
な
っ
た
取

り
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

安
全
保
障
が
経
済
分
野
に
広
が
る
経
済
安
全
保
障

の
時
代
に
、
日
本
は
「
普
通
の
国
」
に
近
づ
く
た
め

の
歩
み
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。

投資審査

技術情報管理

留学生等の
受入審査

外国資金
受入状況開示

特許非公開基幹インフラ

国際社会
との連携

リスク対応・
脆弱性点検

ルール
メイキング

競争的研究費申請時に資金
受入等について開示を求め
るなど、研究インテグリテ
ィに資する政府方針を決定

機微技術流出防止のため
国内体制整備等の推進

外為法上の「みなし輸出」の
対象を明確化（外国の影響
を受けた居住者にも拡大）
外為法上の投資審査・事後
モニタリングについて執行
体制を強化。重要鉱物資源
関連等をコア業種に追加

イノベーションの促進との両立を図り
つつ特許非公開化の措置を講じて機微
な発明の流出を防止

基幹インフラ機能の維持等に係る
安全性・信頼性を確保

経済安全保障課題
の共通認識を醸成

基幹産業の複雑化したリスク
への対応と脆弱性を点検・
把握

通商・データ・技術
標準等でルールの
維持・強化・構築

土地法整備 重要施設周辺等の土地等所
有について、実態把握を強化

経済インテリジェンス 情報収集・分析・集約・共有等の充実・強化

国際機関

先端的な重要技術の育成・
支援等に資する調査・分析
を実施

シンクタンク
機能

経済安全保障
重要技術育成
プログラム

先端的な重要技術の実用化
に向けた重点支援

体制整備 関係府省庁の体制強化

官民技術協力サプライチェーン
国民生活や産業に重大な影響が及ぶ
状況を回避すべく、重要物資や原材料
のサプライチェーンを強靭化

官民が連携し、技術情報を共有・活用
することにより、先端的な重要技術を
育成・支援する枠組み

１．これまでに着手した取組で、今後も継続・強化していく分野

２．今後取組を強化する上で、法制上の手当てを講ずることによりまず取り組むべき分野

３．今後の情勢の変化を見据え、さらなる課題について不断に検討

邦人幹部職員数増
による更なる貢献

自律性の向上 国際秩序の維持・強化優位性・不可欠性の確保

図表　経済安全保障上の主要課題

出所：内閣官房経済安全保障推進会議資料
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